
講師
第一部
取組事例に学ぶ「事業継続力強化」
～有事に役立つ対応力強化のポイント～

第二部 ※第二部はAIG損保パートとなります

「事業継続力強化計画」について～
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2019年7月、中小企業庁は防災・減災の事前対策に関する計画を認定し、各種支援策が受けられる「事業継続力強化計画」の認定制度を創設しました。

FAX申込書(裏面)

内容

■日時 ：令和8年５月28日（木） 15:00 ～ 16:30

■会場 ：迫公民館１階研修室 登米市迫町佐沼字中江二丁目6-1

■参加費： 無料（先着30名）先着順となりますので、お早めにお申し込み下さい。

■お問合せ：公益社団法人 登米法人会 TEL 0220-22-6617
       

 
■申込方法：裏面FAX用紙をご利用下さい。 申込期限：5月15日（金）

■主催：公益社団法人 登米法人会 
■共催：AIG損害保険株式会社 仙台支店

大規模災害発生！
その時、貴社の備えは・・・

～事業継続リスクに備える国の認定制度～

明日起きるかもしれない 地震、水害、サイバー攻撃 に備えて・・・

◎法人会会員の皆さまおよび未加入の企業の皆さまにもご参加いただけます！
お申込みをお待ちしております！

セミナー

（公社）登米法人会

中小企業基盤整備機構
中小企業アドバイザー

講師：長谷川貴則氏
平成8年国税庁入庁(国税庁課税部酒税課配属)以後、

国税庁各課、財務省主計局、公正取引委員会事務総

局審査局、金融庁証券取引等監視委員会特別調査課

等を経て、札幌国税局調査査察部長、福岡国税局徴

収部長、金沢国税局調査査察部長、国税不服審判所

本部管理室長を歴任。令和5年7月より現職。



■ 5月28日（木）セミナーに申し込みます。

FAX申込票

■ 事前アンケートにご協力ください。
御社の災害時における事業継続対策の準備状況
につきお教えください。

◇ご入力・ご記入をいただきましたお申込み情報につきましては、セミナー情報のご案内やご連絡だけに使用させていただきます。

（お問合せ）公益社団法人 登米法人会事務局 登米市迫町佐沼字萩洗2-2-4 TEL 0220-22-6617

（ふりがな）

業種 製造/サービス/建設/小売/卸売/金融・保険・不動産/運輸・通信/農林水産/電気・ガス・水道/ その他（　　         ）

住所

電話番号 000 ー 0000 ー 0000 メールアドレス

①参加者名 部署役職

②参加者名 部署役職

③参加者名 部署役職

法人名 会員区分 法人会会員　　or       非会員

※該当に○印を願います

〒 000－0000

FAX番号:0220-22-1366
登米法人会
事務局 あて

Q1. 御社は「事業継続力強化計画」の認定取得は、お済ですか？ 認定取得済 ・ 申請予定 ・ 未定

Q2. 御社はBCPの策定は、お済ですか？ 策定済 ・ 作成予定 ・ 未定

中小企業のための「事業継続力強化計画」をご案内します。

［出典；「中小企業庁」ウエブサイト（https://www.chusho.meti.go.jp/）より抜粋・編集し掲載しています。

「事業継続力強化計画」を策定
し、国に申請して認定を受ける
と、防災・減災設備に対する税
制措置、低利融資、補助金の加
点措置など、さまざまなメリッ
トを受けることができます。

経済産業大臣認定

事業継続力強化計画

［見本］

https://www.chusho.meti.go.jp/
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